
2平成25年(2013年)�月�日
江東区ホームページ http://www.city.koto.lg.jp

http://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)

こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方

年金からの引き落とし(特別
徴収)

納付書や口座振替に
よる(普通徴収)

方 法

各月、年税額の1／6各月、年税額の1／4徴収額

10月・12月・平成26年2月6月・8月徴収月

昨年度から引き続き対象の方

年金からの引き落とし(特別徴収)方 法

各月、年税額から仮徴収し
た額を控除した額の1／3(本
徴収)

各月、今年2月と同額
(仮徴収)

徴収額

10月・12月・平成26年2月4月・6月・8月徴収月

委任状の記載例

委 任 状

江東区長殿

平成 年 月 日

委任者 住 所

証明する年度の
�月�日の住所

氏 名 (印)

昼間の連絡先 ― ―

私は、下記の者を代理人として、事項欄の権限を委任します。

委任事項：平成 年度 住民税課税・非課税証明 通

平成 年度 住民税 納 税 証 明 通

代理人 住 所

氏 名

生年月日 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ 年 月 日 男・女

9：00〜20：00(日曜・

祝日は17：00まで)

※上記のほか機器の保守点検等により、利用できないことがあり

ます。

※砂町文化センターの自動交付機は移設し、9／12(木)から江東図

書館で利用を再開します。

証明書自動交付機 設置場所・利用時間

8：30〜17：00(水曜は

19：00まで)

2階

(2台)

江東図書館(南砂6-7-52)

※9／12(木)〜

第2・第4月曜、

年末年始ほか

年末年始10：00〜21：00

8：30〜21：001階

区役所

利用時間

サンドラッグ東砂店(東砂

1-3-38)

場所(所在地)

土・日曜、祝日

年末年始

年末年始

利用休止日(※)

月曜・第1金曜・

年末年始ほか

カメリアプラザ(亀戸文化

センター)内(亀戸2-19-1)

年末年始ほか
8：30〜21：00(第2・第

4月曜日は17：00まで)

総合区民センター2階(大

島4-5-1)

月曜・第1金曜・

年末年始ほか

9：00〜20：00(日曜・

祝日は17：00まで)

東大島図書館(大島9-4-2-

101)

第1・第3月曜ほ

か
9：00〜20：00

砂町文化センター1階(北

砂5-1-7)※8／31(土)まで

豊洲文化センター(豊洲2-

2-18)

年末年始8：30〜21：00
イオン東雲店(東雲1-9-

10)

年末年始8：30〜21：00
ミニストップ潮見駅前店

(潮見2-6-1)

休館日8：30〜21：00

8：30〜17：00
出張所(富岡・豊洲・小松

橋・大島・砂町・南砂)

月曜・祝日・

年末年始
8：30〜17：00東陽区民館(東陽3-1-2)

9：00〜19：00
深川江戸資料館(白河1-3-

28)

第2・第4月曜、

年末年始ほか
9：00〜21：00

と
本
人
確
認
で
き
る
書
類
を
持
参
し
︑

再
度
窓
口
ま
で
お
越
し
い
た
だ
き
︑

交
付
と
な
り
ま
す
︒

※
カ
ー
ド
の
申
し
込
み
と
受
け
取
り

は
必
ず
ご
本
人
が
お
い
で
く
だ
さ
い
︒

▢費
無
料

▢申
本
人
確
認
で
き
る
書

類
を
持
参
し
︑
区
役
所
区
民
課
証
明

係
︵
区
役
所
�
階
�
番
︶
ま
た
は
各

出
張
所
へ

�
月
�
日
︵
日
︶
午
後
�
時
～

終
日
自
動
交
付
機
を
休
止

�
月
�
日
︵
日
︶
午
後
�
時
～
終

日
︑
税
証
明
の
発
行
年
度
の
切
り
替

え
の
た
め
︑
区
内
全
て
の
交
付
機
が

利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
︒
証
明
書

が
必
要
な
方
は
︑
事
前
に
ご
準
備
く

だ
さ
い
︒

※
�
月

日
︵
月
︶
か
ら
交
付
機
よ

10

り
発
行
さ
れ
る
︵
非
︶
課
税
証
明
書

は

年
度
に
な
り
ま
す
︒

25▢問
区
民
課
証
明
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

定
通
知
書
︵
本
書
に
限
る
︶
を
ご
利

用
に
な
れ
ま
す
︒

▢問
課
税
課
課
税
第
二
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

分
を
証
明
す
る
も
の
が
必
要
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
都
営
住
宅
居
住
者
の
収
入

報
告
の
た
め
の
提
出
資
料
と
し
て
︑

課
税
証
明
書
の
代
わ
り
に
︑
税
額
決

窓
口
よ
り
も
１
０
０
円
お
得
　

　
　
　
　
　
　
夜
間
・
休
日
も
発
行

証
明
書
自
動
交
付
機
は
︑
窓
口
で

申
請
書
を
記
入
す
る
必
要
が
な
く
︑

休
日
や
夜
間
に
も
利
用
で
き
︑
大
変

便
利
で
す
︒

自
動
交
付
機
を
利
用
で
き
る
の
は
︑

江
東
区
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
方
︵
成
年
被
後
見
人
・
15

歳
未
満
の
方
は
除
く
︶
で
す
︒
利
用

に
は
︑
﹁
証
明
書
自
動
交
付
機
カ
ー

ド
﹂
ま
た
は
﹁
自
動
交
付
機
の
利
用

登
録
を
し
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
﹂
が
必
要
で
す
︒

﹇
自
動
交
付
機
で
発
行
で
き
る
証
明

書
﹈
住
民
票
の
写
し
︑
印
鑑
登
録
証

明
書
︵
印
鑑
登
録
済
の
本
人
分
の

み
︶
︑
課
税
・
非
課
税
証
明
書
︵
現
年

度
分
・
本
人
分
の
み
︶

﹇
自
動
交
付
機
に
よ
る
発
行
手
数
料
﹈

�
�
�
円
︵
窓
口
発
行
手
数
料
は
�

�
�
円
︶

﹇
自
動
交
付
機
の
設
置
場
所
・
台
数
﹈

左
表
の
と
お
り

自
動
交
付
機
カ
ー
ド
の
交
付

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
た
め
の

専
用
カ
ー
ド
で
す
︒

※
申
請
時
に
官
公
署
発
行
の
写
真
付

身
分
証
明
書
︵
パ
ス
ポ
ー
ト
や
運
転

免
許
証
︶
等
を
持
参
さ
れ
た
場
合
は
︑

即
日
交
付
し
ま
す
︒
お
持
ち
で
な
い

場
合
は
︑
窓
口
で
の
申
請
後
︑
照
会

書
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
︵
郵
便
事

情
に
よ
り
日
数
が
か
か
り
ま
す
︶
︒

照
会
書
が
届
き
ま
し
た
ら
︑
照
会
書

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方

で
︑
年
金
か
ら
住
民
税
の
引
き
落
と

し
︵
特
別
徴
収
︶
と
な
る
方
は
︑
次

の
方
法
に
よ
り
引
き
落
と
し
を
行
い

ま
す
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈
平
成

年
中
に
公

24

的
年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
た
方
の

う
ち
︑
平
成

年
�
月
�
日
に
老
齢

25

基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

歳
65

以
上
の
方
で
︑
介
護
保
険
料
が
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る
方

※
次
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

○
老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が

万
18

円
未
満
の
方

○
老
齢
基
礎
年
金
等
か
ら
所
得
税
額
︑

介
護
保
険
料
︑
国
民
健
康
保
険
料

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
控
除
し
た
額
が
住
民
税
額
に
満

た
な
い
方

﹇
対
象
と
な
る
税
額
﹈
公
的
年
金
等
の

所
得
に
か
か
る
住
民
税
額
︵
所
得
割

額
と
均
等
割
額
︶

﹇
徴
収
方
法
﹈
年
�
回
の
公
的
年
金
支

払
い
時
に
︑
日
本
年
金
機
構
等
が
特

別
徴
収
義
務
者
と
し
て
特
別
徴
収
し
︑

各
市
区
町
村
に
納
入
し
ま
す
︒

﹇
昨
年
度
か
ら
引
き
続
き
対
象
の
方
﹈

�
月
・
�
月
・
�
月
に
支
給
さ
れ

た
年
金
か
ら
平
成

年
�
月
に
徴
収

25

さ
れ
た
税
額
と
同
額
を
引
き
落
と
し

ま
す
︵
仮
徴
収
︶
︒
ま
た
︑
平
成

年
25

度
の
公
的
年
金
等
に
係
る
年
税
額
か

ら
�
月
・
�
月
・
�
月
に
徴
収
さ
れ

た
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
�
回
に

分
割
し
︑

月
・

月
・
平
成

年

10

12

26

�
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す

︵
本
徴
収
︶
︒

書
の
み
取
り
扱
い
ま
す
︒

税
証
明
の
交
付
申
請
を
さ
れ
る
方

は
︑
本
人
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明

書
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
交
付
申
請
を
代
理
の
方
が

行
う
場
合
は
︑
依
頼
人
自
筆
の
委
任

状
︵
押
印
の
こ
と
︶
と
代
理
人
の
身

平
成

年
度
の
特
別
区
民
税
・
都

25

民
税
の
課
税
・
非
課
税
・
納
税
証
明

は
︑
�
月

日
︵
月
︶
か
ら
区
役
所

10

区
民
課
総
合
窓
口
︵
�
階
�
番
︶
︑

各
出
張
所
で
取
り
扱
い
ま
す
︒
証
明

書
自
動
交
付
機
で
は
︑
現
年
度
︵
平

成

年
度
︶
の
非
課
税
・
課
税
証
明

25江
東
区
区
政
モ
ニ
タ
ー
は
区
民
の

皆
さ
ん
の
区
政
に
関
す
る
意
見
や
要

望
な
ど
を
お
聴
き
し
︑
今
後
の
施
策

に
生
か
す
た
め
に
行
う
も
の
で
す
︒

区
民
参
加
型
の
区
政
の
推
進
の
た
め
︑

ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
︒

任
期
は
委
嘱
の
日
か
ら
平
成

年
26

�
月
末
日
ま
で
で
す
︒

対
象
は
︑

歳
以
上
の
区
民
の
方

20

か
ら
︑
無
作
為
抽
出
で
選
ん
だ
�
�

�
人
の
方
で
す
︒

対
象
と
な
ら
れ
た
方
に
は
︑
�
月

上
旬
に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
︒
区

政
モ
ニ
タ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る

方
は
︑
同
封
の
同
意
書
に
記
入
の
う

え
︑
ご
返
送
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
︑

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▢問
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

対
象
者（
無
作
為
抽
出
）に
は

　
　
　
　
６
月
上
旬
に
通
知
を
送
付

委任者の氏名は自署してください

﹇
今
年
度
新
た
に
対
象
と
な
る
方
﹈

納
め
て
い
た
だ
く
べ
き
公
的
年
金

等
に
か
か
る
年
税
額
の
�
分
の
�
に

相
当
す
る
額
を
�
月
・
�
月
に
納
付

書
や
口
座
振
替
に
よ
り
ご
自
身
で
納

め
て
い
た
だ
き
︵
普
通
徴
収
︶
︑
残

額
を

月
・

月
・
平
成

年
�
月

10

12

26

の
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
ま
す
︵
特

別
徴
収
︶
︒

納
税
通
知
書

�
月

日
︵
月
︶
発
送

10

平
成

年
度
住
民
税
︵
特
別
区
民

25

税
・
都
民
税
︶
の
税
額
決
定
の
通
知

書
は
�
月

日
︵
月
︶
に
発
送
し
ま

10

す
︒
納
期
は
�

月
�

日
︵
月
︶
︵
第

一
期
︶
︑
�
月
�
日
︵
月
︶︵
第
二
期
︶
︑

月

日
︵
木
︶
︵
第
三
期
︶
︑
平
成

10

31
年
�
月

日
︵
金
︶︵
第
四
期
︶
で

26

31

す
︒
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
︒

▢問
課
税
課

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�
～
�

・
�
�
�
�


